
 

 

 

 

・ 令和２年度の実績報告から、従来必須であった押印及び給与明細等の添付書類の添付は不要となって

おり、電子申請システムで完結するようになっていますが、従来提出いただいていた資料については事業所で

確実に保管を行い、当広域連合職員からの問い合わせや提出依頼があった時にはいつでも提出できるように

しておいてください。 

 

・ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算による収入については、必ず全額を介護職

員等の処遇改善加算に充ててください。（処遇改善加算及び特定処遇改善加算による収入額については、

広域連合が指定している事業所は電子申請システムから検索が可能です。） 

 

・ 当加算による賃金改善の対象については、介護職員処遇改善加算については、各種サービスの人員基準

上で定められている介護職員（兼務可）となり、介護職員等特定処遇改善加算については、前記の介護

職員に加えて、その他の職員も対象となります。（ただし、いずれの加算においても雇用主や使用人兼務役

員でない役員は支給対象外です。） 

 

・ 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の算定要件は、賃金改善額が加算による

収入額を上回らなければいけません。加算による収入よりも賃金改善額が下回る場合は要件を満たしていな

いこととなり、全額返還などの処分も考えられます。ただし、職員の退職や著しい減収などのやむを得ない事情

がある場合はご相談願います。 

 

・ 法人一括による申請の中に、福岡県や広域連合の構成市町村以外の市町村など、広域連合以外の指

定権者が指定する事業所が含まれる場合は、そちらの指定権者へも提出が必要ですので、各指定権者の指

示に従い、忘れず報告書を提出してください。 

 

・ 県指定や広域連合の構成市町村外に所在する事業所であっても、広域連合の指定を受け、令和２年

度の計画書を提出し、令和２年度において広域連合に対して介護報酬の請求実績がある次のような事業

所については、報告が必要となりますので、ご注意願います。提出しながらも実績がなかった事業所につきまし

ては広域連合本部まで連絡願います。 

 

ア． 県指定での訪問介護事業所及び通所介護事業所で総合事業（訪問型または通所型サービス※独

自）を実施している事業所で広域連合の指定を受けている事業所 

 

イ． 広域連合外の市町村に所在している地域密着型通所介護事業所で、広域連合により総合事業

（通所型サービス※独自）の指定を受けている事業所 
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ウ． 広域連合外の市町村に所在している地域密着型サービス事業所で広域連合の指定を受けている事

業所 

 

※ この場合においては、報告書の中の”基本情報入力シート保険者が”福岡県介護保険広域連合”である

行を必ず入れてください。また、報酬額はそれぞれの事業所のサービス種別毎で合計して１となるように適宜

按分してください。（次の【記入例】を参照。） 

 

【記入例】 訪問介護・通所介護を保有する法人の場合 

 

① 基本情報入力シートの書き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれの提出先に合わせて変えてください。 

法人一括の場合は、その法人で保有する加算の対象事業所を指
定権者及びサービス種別毎に原則すべて記載してください。特
に通所（地域密着型を含む）介護及び訪問介護事業所で総合事
業の指定も受けている場合は、県指定の訪問介護や通所介護の
みでなく、例のように総合事業の指定を受けている市町や広域
連合を漏れなく記載してください。 

総合事業の場合は、
訪問型サービス（独
自）か通所型サービ
ス（独自）を選択して
ください。 
 



② 別紙様式３－２ （施設・事業所別個表）の書き方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  訪問介護や通所介護と総合事業の指定を受けている場合のグループ別内訳や賃金の総額につ

いては、売上の比率やそれぞれの加算額の割合等を用いて按分して、事業所全体で１となるよう

にしてください。また、総合事業の指定権者間の按分についても同様です。この例の場合は、県

指定分が７５％、総合事業分が２５％で、うち福岡県介護保険広域連合が２０％、福岡市が５％

の各割合で按分しています。端数が出た場合は調整してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特定処遇改善加算の部分については、同じく按分して記載してください。経験・技能のある介

護職員のうち、月平均８万円以上又は年額４４０万円以上の人数を記載する欄については、例の

ように各事業所にいる実人数を記載して、総合事業の箇所にも記載するなどしてダブルカウン

トしないようにしてください。 

 

 

 

この場合、県指定分（要介護者向け）

と総合事業（広域連合＋福岡市）で

その事業所全体の額になるように按

分してください。 

 

事業所にいる実人数を記載します。

総合事業にも記載してダブルカウン

トしないように注意。 


